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団体概要

設立

役員

会員

2025年1月23日

会　　長　野々垣 孝彦　（アピ㈱　代表取締役社長）

副  会  長　若尾 　修司　（アリメント工業㈱　代表取締役副会長）

　  〃　　  服部 　利光　（㈱東洋新薬　代表取締役社長）

専務理事　今村　   朗    （三生医薬㈱　代表取締役社長）

監　　事　淺山 　雄彦　（㈱AFC-HDアムスライフサイエンス　代表取締役会長）

３４社

【正  会  員】健康食品受託開発製造企業 ２９社

【賛助会員】原料メーカー等 ５社

「受託製造会社」を中心に構成された唯一の団体

Organization Profile

特徴

名称 一般社団法人 日本健康食品工業会（日健工）
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公式サイトはこちら

https://www.nikkenko.or.jp/


健康食品の業界構造健康食品の業界構造
▼
健康食品業界には多数の団体が存在し、その多くは「原料」「製造」「販売」が混在

▼
製造会社の声を代表する団体はこれまで存在しなかった

▼ 健康食品業界には多数の団体が存在し、その多くは「原料」「製造」「販売」が混在

▼ 製造会社の声を代表する団体はこれまで存在しなかった

Industry structure
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Our mission日健工の存在意義日健工の存在意義

健康食品の受託製造企業の声を束ねる「唯一の団体」

制度と市場をつなぐ「橋渡し役」

消費者の安心と市場の健全な成長をものづくりの立場から支える「企業連合」

原料メーカーと販売会社を結ぶバリューチェーンの中央で、

業界の信頼と持続的な発展を担う「扇の要」

健康食品の受託製造企業の声を束ねる「唯一の団体」

制度と市場をつなぐ「橋渡し役」

消費者の安心と市場の健全な成長をものづくりの立場から支える「企業連合」

原料メーカーと販売会社を結ぶバリューチェーンの中央で、

業界の信頼と持続的な発展を担う「扇の要」
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正会員の９割（29社中26社）がGMP基準で健康食品を製造

4

日健栄協GMP
79.3%

規格協会GMP
10.3%

その他（HACCPなど）
10.3%

89

会員のGMP認証取得率

%

〈内訳〉
日健栄協（JHFA） GMP認定
…
23社
日本健康食品規格協会（JIHFS）GMP認証 …
3社23社

３社

29社中
26社

日健工ハイライト①



日健工会員による製造
83.6%

その他
16.4%
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機能性表示食品（サプリ形状）
会員製造カバー率

83%
※日健工調べ

4,242件

＜算出根拠＞
機能性表示食品制度届出データベース

　　（2025年3月31日時点）をもとに日健工が集計：
　①機能性表示食品届出総数：9,367件
　②サプリメント形状の届出件数：5,074件
　③そのうち日健工会員企業を製造者とした
　　届出受理件数：4,242件（重複含む）

4,242（③） ÷
5,074（②）
=
83.6％

5,074件中
4,242件

消費者庁に届出された機能性表示食品（サプリメント形状）の８割超を会員企業が製造

日健工ハイライト②



ヘルスケア研修や現場責任者向け

セミナーを企画

行政関係者を招いた講演会などを

通じ、気づきと成長の機会を提供

機能性表示制度や健食GMPなど、新

制度の製造現場への影響を把握

行政やアカデミアとの対話を通じ、

より実効性ある制度のあり方を検討

GMPや通知対応など、品質管理

の現場が直面する課題を整理

会員間で事例を共有し、自主管

理基準の検討を推進

政策提言と広報活動を統括

委員会間の連携と会員交流を促進

工業会全体の運営を実務レベルで主導

社員総会

企画調査
委員会

健康食品推進
委員会

品質安全管理
委員会

運営委員会

理事会

監　事

事務局
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組織図 Organization chart



第１期の活動ダイジェスト① Activities of the organization

2025.3

設立記念祝賀会 第1回社員総会

2025.6 2025.8

記者説明会

＜祝賀会ご来賓一覧＞

国会議員　衆議院議員 武藤 容治 様
　　　　　参議院議員 自見 はなこ 様
　　　　　衆議院議員 濱地 雅一 様
　　　　　衆議院議員 寺田 学 様
　　　　　衆議院議員 浅野 哲 様 

関係省庁　消費者庁　 食品衛生・技術審議官 中山 智紀 様
　　　　　消費者庁　 食品衛生基準審査課長 紀平 哲也 様
　　　　　消費者庁　 食品表示課長 清水 正雄 様
　　　　　消費者庁　 食品表示課保健表示室長 今川 正紀 様
　　　　　厚生労働省 食品監視安全課長 森田 剛史 様
　　　　　農林水産省 食品製造課長 野添 剛司 様 
　　　　　経済産業省 ヘルスケア産業課長
橋本
泰輔
様

政‣官‣産‣学の来賓130名にお披露目 初年度の活動方針を全会員で共有 第1期事業計画・委員会体制を公表

業界団体　　（一社）健康食品産業協議会 事務局長 原 孝博 様
　　　　　　（一社）日本栄養評議会 理事長 徳丸 浩一郎 様 
　　　　　　（公財）日本健康・栄養食品協会 常務理事 青山 充 様
 

アカデミア　（公財）日本ヘルスケア協会 代表理事 今西 信幸 様
　　　　　　（一社）国際栄養食品協会 理事長 天ケ瀬 晴信 様 
　　　　　　岐阜医療科学大学 薬学部教授 宗林 さおり 様 
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2025.9

研修事業始動 消費者庁長官表敬訪問

2025.10 2025.11

工場⾒学ツアー

健食業界の次世代人材育成を開始 日健工の存在意義を官民で確認 会員企業の工場・研究施設を視察

8

＜初年度の主なテーマ＞

なぜ今、“ヘルスケア”が必要とされるのか ─
業界に求められる新たな視点

ドラッグストア業界の展望と進化 ─
マーケットとしての未来図を知る

地域包括ケアと健康寿命の延伸について

食は予防の中心である ─
日本の健康食品の“あるべき姿”を考える

GMP義務化目前！─ 2
0
2
6年9月施行に備える制度理解と直前対策

公益財団法人日本ヘルスケア協会と連携して、医療・栄養・公衆衛生・経済・流通など「ヘルスケア」を多角的に
学ぶ教育プログラムを2025年9月より始動。健康食品産業を担う次世代人材の育成をめざす。

第１期の活動ダイジェスト② Activities of the organization



製造現場を熟知する工業会として、官民一体となって安心と信頼の市場を築く

製造施設の確認・助言・フォロー

アップを、行政と一体で推進

自己点検の実施を会員から業界全

体へ広げ、点検表の活用を定着化

改善事例と現場の課題を共有し、

制度運用を実効性あるものに

業界のレベルアップに向け、会員

研修や情報共有の取組を既に始動

【直近の重点】

① GMP義務化を共に

成功させる

【中期視点】

② 制度への信頼を共に

取り戻す

機能性表示食品制度の運用改善に

製造現場からの知見を反映

GMP義務化へ移行後も、品質確保

と継続的な改善に貢献

意図しない成分混入事案や模倣品

トラブル等の早期把握と情報共有

により、安全対策を強化

【長期視点】

③ 未来の制度を共に

デザインする

健康食品制度の見直しに、製造企業

の立場から実務知見を提供

「信頼回復」から「制度設計」まで、

官民が協働する橋渡し役

消費者に安心と安全を届ける制度づ

くりを後押し
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行政との連携・協力行政との連携・協力 Our contribution to the public policy



日　時 概　要 日　時 概　要

1月30日（金）
13時～13時45分

届出者も製造者も知っておくべき「自己点検報告」必須
ポイント＆注意点
（講師）三生医薬　杉浦 瑞枝
氏

7月24日（金）
15時～16時

米国のサプリメント事情　〜cGMP義務化に至った経緯から
日本が学ぶべき教訓〜
（講師）東北大学 特任教授
天ケ瀬
晴信
氏（日健工顧問）

2月19日（木）
14時-15時30分

食は予防の中心である ─ 日本の健康食品の“あるべき姿”
を考える
（講師）東北大学 特任教授
天ケ瀬
晴信氏（日健工顧問）

8月27日（木）
14時～15時30分

GMP義務化目前！─ 2026年9月施行に備える制度理解と直
前対策
（講師）三生医薬 常務取締役
又平
芳春
氏

3月13日（金）
15時～16時

スマートファクトリー構築の全体像とご提案
（講師）鈴与商事㈱　川端 大介
氏

9月24日（木）
15時～16時30分

受託製造企業が押さえておきたい取適法（旧・下請法）のポ
イント
（講師）あかねくさ法律事務所 淺尾
弘一
氏（日健工顧問）

4月23日（木）
14時～15時30分

地域包括ケアシステム構築における業界の役割と健康寿
命の延伸について【前編】
（講師）帝京平成大学 薬学部
小原
道子
氏

10月28日（水）

より実効性のある安全衛生委員会の取り組み事例―熱中症対
策updateの計画から結果まで（仮）
（講師）シェフコ 法務部
忍田
英明
氏
※収録動画を10/28より11月末まで1か月間限定配信

5月15日（金）
15時～16時

生成AI活用の取り組み状況とSalesforceが提供するAIソ
リューションの価値
（講師）㈱セールスフォース・ジャパン 中島
慎介
氏

11月25日（水）
14時～15時

海外輸出・貿易の基礎知識セミナー
（講師）阪急阪神エクスプレス　向 和久
氏

6月25日（木）
14時～15時30分

地域包括ケアシステム構築における業界の役割と健康寿
命の延伸について【後編】
（講師）帝京平成大学 薬学部
小原
道子
氏

12月＊日
（調整中）

ハラル基礎セミナー：ハラル製品製造のポイント
（講師）調整中

2026年度 年間研修プログラム（予定） Our education program for members
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AI・DXや現場課題など、自社単独では⽤意しにくい多様なテーマの学習機会を提供



会員資格 自ら健康食品の受託開発製造を主たる業とする事業者

入会金 300,000円

年会費 360,000円

提出書類 ①入会申込書、②誓約書、③履歴事項全部証明書、④秘密保持誓約書、⑤推薦書（正会員2通）

議決権 1社1票

会員資格 健康食品の製造に関連する業務を業とする事業者

入会金 無料

年会費 120,000円

提出書類 ①入会申込書、②誓約書、③履歴事項全部証明書、④秘密保持誓約書、⑤推薦書（正会員1通）

議決権 なし
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入会案内入会案内 Membership information

健康食品業界の健全な発展と品質の向上を目的に、受託製造企業および関連事業者の皆さまと共に活動しています。

本会の目的に賛同し、以下の条件を満たす企業はご入会いただけます。

なお、入会申請は理事会での審査・承認を経て確定します。

健康食品業界の健全な発展と品質の向上を目的に、受託製造企業および関連事業者の皆さまと共に活動しています。

本会の目的に賛同し、以下の条件を満たす企業はご入会いただけます。

なお、入会申請は理事会での審査・承認を経て確定します。

■ 正会員

■ 賛助会員

※入会初年度の会費については月割りといたします。



✓　健康食品に関わる制度改正や業界動向など、事業運営に役立つ最新の情報をいち早く入手いただけます。

✓　正会員向けに実施する各種研修やセミナーに参加いただけます。（※一部プログラムは参加費が必要となります）

✓　テーマ別に設置された3つの委員会（品質安全管理委員会・健康食品推進委員会・企画調査委員会）に、委員とし

てご参加いただけます。

✓　業界課題の解決や政策提言づくりに直接関わることができます。

✓　会員企業の製造現場を見学する「工場見学ツアー」や、会員同士のネットワークづくりに役立つ「親睦会」など、

多様な交流イベントにご参加いただけます。

✓　本会が正会員・賛助会員向けに実施する各種研修・セミナーにご参加いただけます。（※一部、
参加費を頂戴する

場合がございます）

✓　賛助会員の皆さまは、社員総会にオブザーバーとしてご出席いただけます。

主な会員特典 Steps to become a member

12

■ 正会員

■ 賛助会員



入会の流れ（３ステップ） Steps to become a member
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正会員の推薦書を含む必要書類を

事務局へご提出ください

書類確認後、理事会で

審査・承認可否を決定します

承認後、入会金・年会費を納入い

ただき、会員に正式登録されます

①書類提出 ②理事会審査 ③会費納入



[所在地]  〒140-0014　東京都品川区大井1-47-1　NTビル7F
[メール]   i n f o@n i k k e n k o . o r . j p 
[電　話]  0 9
0
-
9
8
0
5
-
4
6
4
7（担当：藤作）
[ＵＲＬ] https://www.nikkenko.or.jp/ 

＜お問い合わせ先＞

一般社団法人 日本健康食品工業会　事務局

公式HPはこちら ▼
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